
知　財　管　理　Vol. 69　No. 2　2019 209

ミニ特集

AI・データの利用に係わる	
契約調整における課題と留意点

　抄　録　第４次産業革命と呼ばれるAI，IoT，ビッグデータ等による技術革新は，従来にないスピ
ードで進行しており，政府においても新産業構造ビジョンとして，我が国としての戦略を立案し知財
制度も含めた産業構造の変革に取り組んでいる。データの利活用推進に向けた動きが盛んになる中で，
データの利活用を通して得られる成果物について取り決める契約の重要性が高くなっており，産業界
は，当事者間でどのように権利を保有してビジネスを動かすのかを模索しているところである。そこ
で，本小委員会では，世の中での関連分野の検討・整備状況を把握すると共に，特にAIに関連し，デ
ータの授受を伴う契約調整における課題を整理し，データ提供者とデータ利用者の対立するポイント
や調整にあたっての留意点について考察を行った。

ライセンス第２委員会
第 １ 小 委 員 会＊
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1 ．	はじめに

第４次産業革命と呼ばれるAI，IoT，ビッグ

データ等による技術革新は，従来にないスピー
ドで進行している。IoT時代の到来であらゆる
モノがインターネットにつながることで，さま
ざまなデータがネットワークを流通し，そこか
ら取得される膨大なビッグデータにAI技術を
適用することで新たな価値が創出され，これを
利用した新しいサービスが次々に実用化されよ
うとしている。政府においても新産業構造ビジ
ョンとして，我が国としての戦略を立案し知財
制度も含めた産業構造の変革に取り組んでいる
ところである。
多くの先進技術を伴うこのようなダイナミッ

クな動きに対応して異業種間を含むコラボレー
ションが増加しているが，関連する様々なプレ
イヤーが，どのように権利を保有してビジネス
を動かすのかは当事者間の契約による取り決め
に委ねられ，その意味で契約の位置付けは非常
に重要なものとなっている。他方，急速な技術
＊  2017年度　The First Subcommittee, The Second 
License Committee

第４次産業革命（その４）
著作権法改正，契約交渉とドラフティング
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革新を伴うビジネスへの対応経験は十分とはい
えず，産業界では手探りで戦略を練りながら変
革に立ち向かっている状況である。
本小委員会では，世の中での関連分野の検

討・整備状況を把握すると共に，さまざまなデ
ータの保護・活用をはじめとするAI，IoTに関
わる契約における諸課題を整理し，検討・調整
のポイント等を考察した。
なお，本論説は，2017年度ライセンス第２委

員会第１小委員会のメンバーである，石打智美
（小委員長，日本電信電話），宮田明（小委員長
補佐，ヤフー），上形大智（ブリヂストン）， 
浦野慎一郎（凸版印刷），江沢洋子（三井化学），
遠藤謙（リコー），後藤信之（東京ガス）， 
竹見宏樹（トヨタ自動車），久本雅晋（本田技
研工業），宮本拓治（三菱重工業），保野高志（富
士フイルム）が執筆した。

2 ．	AI・IoTの概観

2．1　	AIの技術的な概要とビジネス面の状況

（1）AI（Artificial	Intelligence）の状況
現在は，第３次AIブームと言われている１）。
1950～60年代に第１次AIブームで登場した機
械学習の原型が進化し，現在はニューラルネッ
トワークを駆使した深層学習「ディープラーニ
ング」（DL）の実用化研究が活発に行われてい
る。DLは，人間が特徴を教え込まなくても，
例えば大量の猫の写真から猫を識別できるよう
になる等，AI自身が学習データから自律的に
その特徴を発見して学習することができると言
われている２）。DLによる学習には大量のデー
タが必要であるが，IoT（Internet of Things／
モノのインターネット）を利用して家庭や街な
か，企業等から膨大なデータを収集することに
より様々な課題を解決しようとする検討が盛ん
に行われ，AIサービスは人々の身近な存在に
なりつつある３）。

（2）AI技術の概要
データをDL等により学習するAIが関わる取
引のパターンとしては，例えば図１のような実
施の流れが想定される。
取引は，AIによるサービスを提供するAI事

業者（データを利用する立場からデータ利用者
ともいう，以下同じ）と，AI事業者（データ
利用者）から当該サービスの提供を受けるサー
ビス利用者（データを提供する立場からデータ
提供者ともいう，以下同じ）との間で行われる。
サービス利用者からAI事業者に課題とデータ
が提供され，AI事業者は，課題とデータをも
とに作成された学習用データと学習プログラム
を用いて学習済みモデルを生成する。学習済み
モデルは，新たな入力を行うと課題解決のため
の出力が得られるものであり，AI事業者は，
当該出力に基づくサービスをサービス利用者に
提供する。
なお，本論説では，AIサービスに関わる用

語を以下のように定義して用いることとする。
１）データ（生データ）
収集したままの状態のデータ。

２）学習用データ
機械学習をさせるにあたり，生データを処理

に適した形式等に加工したデータの集合物。
３）学習プログラム
学習用データから，インプット（データ）と

アウトプット（事象等）との関係を学習し，あ
るインプットに対して期待されるアウトプット
を概ね出力するように調整された「学習済みモ
デル」を作成するプログラム。
４）学習済みモデル
インプットに対して，アウトプットを生成す

るプログラム（「３）」で学習用データ中のイン
プットに対して期待されるアウトプットが概ね
出力されるように調整されている）。
５）AI生成物
学習済みモデルに，新たにインプット（学習
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で用いたものとは別のデータ（生データ）に基
づくもの）を与えることで生成されるアウトプ
ット。システムの設計により，判断，予測，制
御，創作物等様々な形態を取る。
図１の場合，１）はサービス利用者（データ
提供者）側により作成（収集）され，２）～４）
はAI事業者（データ利用者）側が作成するこ
とが想定される。サービス利用者（データ提供
者）が成果物として手にするものが５）である
か，４）を含むかは，取引の形態や目的とする
ところによる。

2．2　	データの取扱いに係る法制度面の検
討状況

2017年に提唱された「Connected Industries」
は，多種多様なデータが繋がることにより新た
な付加価値が創出される産業社会であり，その
実現のためには付加価値の源泉となる「データ」
の利活用の活性化が必要となる４），５）。そこで，
データ利活用を促進すべく，関係省庁にて検討
が進められている。
具体的には，安心してデータの提供・利用が
できる環境整備に向けた経済産業省による不正

競争防止法の改正６），データの収集・利用にお
ける公正・自由な競争環境のあり方を検討する
公正取引委員会による「データと競争政策に関
する検討会」７），データの利用およびAIの開発・
利用に関する契約における考慮要素や考え方を
まとめた経済産業省による「AI・データの利
用に関する契約ガイドライン」８）の策定等があ
げられる。
付加価値の源泉となる「データ」は，現状で
は，特許権，著作権等では保護されない場合も
多い。これを保護，コントロールできる法的枠
組みは，現状では不正競争防止法の営業秘密の
みである９）が，上記不正競争防止法改正が発効
すれば，契約により提供された「限定提供デー
タ」に関する著しい信義則違反となる契約違反
行為については規制の対象となる。このため，
「データ」や「学習済モデル」等の契約での保
護に対する期待から，上記ガイドラインに注目
が集まっている。

2．3　データ取引の現場の状況

オープンソース版のDLプログラムの普及10）～12）

も後押ししてAIサービスを提供する企業（AI

図１　AIを活用したサービスをめぐる当事者間の取引・活動イメージ
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事業者）も増加し，これまでICT（情報通信技術）
とは縁がなかった企業等でも手元にあるデータ
の活用を気軽に検討できる環境が整ってきた。
一方で，AI事業者（データ利用者）とサー

ビス利用者（データ提供者）の間の取り決め（契
約）において，契約条件の調整が難航すること
が多いと言われている。契約書において「デー
タ」は，情報（秘密情報）として扱うことが多
いと考えられるが，「データ」の中には秘密情
報に該当しないものも含まれ得，また当該情報
が加工され形を変えて利用されることが想定さ
れているケースはあまりないと推測される。さ
らに，AI等の新しい技術への理解の不十分さ
も手伝って，双方が生データ及び生データから
創出される成果物の所有権や利用権限を主張し
合って合意条件をうまく探れなかったり，どち
らかの固定的な対応に，取引における立場の弱
さや不公平感を感じたりすることも多いようで
ある。
今後増加が予想されるサービス利用者（デー

タ提供者）とAI事業者（データ利用者）の取
引において，契約条件の協議が停滞し，データ
利活用によるビジネスを思うとおりに進められ
ない事態の多発は容易に想像され，契約実務面
での具体的対応の検討が急務といえる。
次章では，特にAIサービスの利用にあたっ

て提供・創出されるデータ，プログラムの取扱
いにおいて，両当事者の合意形成プロセスの一
助とすることを目的に，データの提供や創出を
伴うようなAIサービスの取引におけるサービ
ス利用者（データ提供者）とAI事業者（デー
タ利用者）の主張やニーズを整理し，契約条件
の調整における留意点の考察を行う。

3 ．		AI・IoTに係わる契約におけるデー
タ提供者・利用者のニーズと課題

3．1　本論説で取り上げる取引事例

本論説では，「データの利用権限に関する契
約ガイドライン」13）の適用事例２や「新たなデ
ータ流通取引に関する検討事例集ver1.0」14）等
を参考に設定した取引事例の上で想定される具
体的な調整事項や課題について検討を行う。な
お，以下，データ提供者をＡ，データ利用者を
Ｂとする。

（1）事例の概要
製造会社（データ提供者Ａ）がAI事業者（デ

ータ利用者Ｂ）に自社工場の製造関連データを
提供し，AIを利用した分析サービスを受ける
事例である（図２）。

図２　取引事例
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（2）データ提供者Ａの立場
１）Ａの概要
Ａは，自社工場を保有する機器メーカーであ
る。自社工場で測定・記録された各種データを
利用した工場の維持管理の効率化の可能性を探
るために，①生産設備の故障予測におけるAI
の適用可能性評価，②自社が持つ既存の維持管
理方法との比較評価を行いたい。なお，Ａは
AI技術についての知見は深くないものとする。
２）Ｂへの委託内容
Ａのデータをもとに，AI技術を利用した生
産設備の故障予測を行い，予測性能を評価して
報告書にまとめる。
３）Ａが提供するデータ
自社の特定の工場における過去10年分の生産
設備の各種センサーデータおよび当該期間の故
障実績。
４）Ａの今回の取引後の展望
今回の評価結果が良ければ，Ｂのサービスの
継続的な利用や，自社の他工場の生産設備故障
予測への水平展開も視野に入れている。

（3）データ利用者Ｂの立場
１）Ｂの概要
Ｂは，AI技術を用いて各種の分析サービス
を行う業者であり，故障予測もサービスメニュ
ーのひとつである。また，Ｂ社独自のデータ分
析やAI関連の技術，ノウハウを保有している。
２）Ｂの実施内容
①Ａの生データをもとに故障予測を行う学習
済モデルを生成，②当該モデルにより得た予測
結果の評価内容を報告書として取りまとめてＡ
に納品する。なお，Ａの生データのうち９年分
は，Ｂ保有の学習プログラムで学習して「学習
済モデル」を生成するための「学習用データ」
作成に使用し，直近１年分の生データは，生成
された「学習済モデル」へ入力して故障予測を
行い，予測結果を故障実績と比較検証する。ま

た，学習用データ作成におけるデータの処理，
学習済モデル生成に利用する学習プログラムの
チューニングはＢ独自のノウハウによりＢが実
施する。
３）Ｂの今回の取引後の展望
Ｂは，Ａから受領したデータ（生データ），
今回の受託業務の実施で得られたデータ（学習
用データ，学習済みモデル）や知見等について，
自社が保有するAI関連技術の改善や，顧客へ
のサービス向上のために利用できることを希望
している。

3．2　データ提供者Ａの懸念事項と主張

（1）データ提供者Ａの懸念事項
１）生データの守秘性
Ａにとって生データは，製造に関わる重要な
ノウハウを含むものである。生データ自体の漏
洩，生データに含まれるＡの秘密情報（トラブ
ル情報など）の漏洩は防ぎたい。生データには，
温度や湿度等の情報も含まれるが，Ａの工場が
どのような情報を管理しているか自体も秘密情
報である。
学習用データや学習済モデルなど，生データ
を処理し生成されるものの中には，秘密情報そ
のものが含まれる可能性が懸念される。Ｂの手
元に何かを残すことで秘密情報が漏洩する可能
性は排除したい。
２）データ・成果物の利用に関して
Ａの生データ由来の成果（学習用データや学
習済モデルなどの中間生成物含む）が，競合他
社へのサービスに利用されることはあってはな
らない。
Ａにおける生データの収集にもコストがかか
っている。Ａの生データから得られた知見等が，
今後のＢの事業のために使われるのであれば，
利益分配を要求したい。
３）その他
費用を払って分析を委託するのであり，処理
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内容について，処理ノウハウも含めて詳細に開
示してほしい。

（2）データ提供者Ａの主張
１）生データ
生データの権利はすべてＡが保持し，Ｂには

本取引の目的以外には使用させない。
Ａの生データが本取引において最も貢献する
ものであるので，本取引に関わる業務において
知的財産が発生した場合にはＡの生データの貢
献を考慮した権利配分を求めることとする（権
利の共有等）。
一方で，十分な予測精度を得るために必要な
生データがどのようなものか明らかではなく，
権利侵害の予見可能性が低いと思われることか
ら，生データの正確性や第三者の権利侵害に関
しては非保証とする。
２）学習用データ
学習用データは生データから作成されるもの
であり，これもＡのものである。生データ同様，
Ｂには本取引の目的以外には使用させない。
今回の結果が良好であれば，今回の学習用デ
ータを，今回対象とした工場における今後の故
障予知や，他の自社工場における故障予知の検
討にも利用したい。その際には，Ｂ以外のAI
分析事業者にも本学習用データを使って故障予
知等の検討を依頼することも想定している。
３）学習済みモデル
Ａのデータを学習して得た学習済モデルもＡ

のものとしたい。生データ同様，Ｂには本取引
の目的以外には使用させない。
少なくとも学習済モデルについては今後もＡ

が継続的に利用できる権限を確保したい。学習
済モデルをさらに学習させて精度の向上を図り
たい。その際には，Ｂ以外のAI分析事業者へ
依頼することも想定したい。

3．3　データ利用者Ｂの懸念事項と主張

（1）データ利用者Ｂの懸念事項
１）Ｂ保有の技術・ノウハウの守秘性
Ｂ（AI事業者）にとって，生データから学

習用データや，学習済モデルを作成する技術は，
事業のコアとなる重要なノウハウである。
学習用データは，生データを加工して作成す
るが，学習用データには，この加工のノウハウ
が見える形で含まれることが多い。学習用デー
タをＡもしくはＡから委託を受けた第三者（他
のAI事業者）により解析されて，学習用デー
タの作成ノウハウが漏洩することは避けたい。
予測をさせるために何を学習させるかという
問題設定の仕方もノウハウとなる場合がある。
学習済モデルの入出力，すなわち，どのような
情報の関係性を学習させているかが分かれば同
様のシステムを作成できてしまう。開発したシ
ステムの詳細設計については，分析結果（報告
書）の納品を主目的とする分析業務では開示し
たくない。
２）業務で創出される知的財産
様々な生データを処理することにより，Ｂは
自身の業務に関わる技術の向上を図っており，
業務の過程で，各工程で保有している技術の改
良等が行われる可能性がある。そのような新た
な知的財産について，Ａに権利主張されたくな
い。知的財産創出の過程における作業はＢのみ
により実施されるものであり，Ｂの新たな知的
財産やノウハウは，Ｂの技術を向上させ今後の
Ｂの事業競争力のコアとなるものである。なる
べく制約をつけないように確保したい。
３）生データや中間生成物の取り扱い
今回得られた中間生成物（学習用データ，学
習済モデル等）についてはＢが自由に利用でき
ることとしたい。また，生データについて，他
サービスでも利用可能性がある性質の場合は，
他の業務での利用も協議させてほしい。
また，生データや中間生成物は，Ｂにおける
サービスの検証や技術開発の検討素材として利
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用可能である。自社のAI技術の改善やサービ
ス向上のためにも利用できるようにしておきた
い。
一方で，中間生成物についてのＡにおける利
用については，一定の制限を求めたい。データ
処理（特に学習用データを生成するための前処
理）は大変コストがかかる工程であり15），作成
した学習用データをＡから他のAI事業者に提
供され，利用されるのは，コスト回収の観点か
らも避けたい。さらに，学習済みモデルを蒸留
されると，データ収集や処理のコストをかけず
に効率よく精度のよい小さなモデルを生成する
ことが可能であり，同じサービスを競合会社が
実施することが可能となる。Ａに対して学習済
みモデルの利用権限を認める場合には，利用目
的を制限し，蒸留行為および他者への利用許諾
を禁止する必要がある。

（2）データ利用者Ｂの主張
１）生データ
秘密情報は守秘するが，秘密情報に該当しな
いものについては，秘密保持義務を負わない。
また，秘密情報の守秘を条件として，Ｂのサー
ビス向上のための利用を認めて欲しい。
２）学習用データ
自社のAI技術の改善や他の顧客へのサービ
ス向上のために利用できることとする。また，
汎用性のあるデータの場合は，他社向けサービ
スへも利用させて欲しい。
学習用データに含まれるＢのノウハウを守秘
するために学習用データの利用権限はＢのみと
する。Ａに利用権限を与える場合は一定の利用
制限（第三者への開示不可など）を課す。
学習用データ作成技術に関する新たな知的財
産や，改良ノウハウはＢ単独の帰属とする。
３）学習済みモデル
生データ，学習用データと同様にＢのサービ
ス向上のために利用できることとする。また，

利活用可能性がある場合は，他社への提供とい
う形で利用できることとしたい。Ａに利用権限
を与える場合は，第三者への提供・貸与や，当
該学習済みモデルの解析や改変，蒸留行為等を
禁止する。
４）その他
学習済モデル作成の過程で得られた学習済み
モデル作成技術に関する，改良ノウハウや新し
い技術的アイデアはＢ単独の帰属とする。

3．4　	データ取引に関する関係者の対立ポ
イント

Ａ，Ｂの双方の主張を表１に整理した。双方
各々の秘密情報やノウハウの保護と，相手方に
よる中間生成物の利用が重要なファクターにな
っていることがわかる。意見が対立する傾向が
強いのは学習用データと学習済モデルである。
Ａの立場で保護したいのは，生データに含ま
れる秘密情報である。生データや生データの加
工・分析によって得られる中間生成物や知見に
それらの情報が含まれる可能性を懸念して，そ
の利用条件の設定には慎重になると考えられ
る。また，中間生成物等をＢが他用途に利用す
ることに対して，「競合会社に利用されたくな
い」というだけではなく，学習すればするほど
学習済モデルは性能向上が見込まれる，といっ
た想定により「第三者にただ乗りされたくな
い」，という心情も働くと推測される。
Ｂの立場では，Ｂのノウハウの保護や将来の
ための蓄積が重要である。中間生成物に含まれ
るノウハウを保護するためにはＡによる利用の
制限を求める必要がある。また，業務を通して
得られる業務上の知見やノウハウを囲い込むた
めに生データや中間生成物の利用権限を求める
ことも多いと考えられる。将来的な学習済モデ
ルの利用（転用）を求める場合もあるが，これ
は，データの性質やＢの事業の方針による。
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3．5　調整に向けた検討の観点

各種データや中間生成物の利用条件は，それ
ぞれについて秘密情報・ノウハウの有無や利用
可能性を考慮のうえで検討する必要がある。そ
のためにはまず，双方が保護したい秘密情報や
ノウハウ，相手に考慮を求めたいコスト，生デ
ータや中間生成物に関する利用意思を明確にす
る必要がある。
各当事者ともに，自社の秘密情報やノウハウ
の守秘や使用制限は，自社事業の優位性を維持
するために必須の条件である。一方，データ自
体は現在法的権利を備えず，また，データに含
まれる様々な情報のうちのどの情報が秘密情報
なのかや，秘密情報を含むデータを加工して得
たデータが秘密情報に該当するかが不明確にな

りがちなため，トラブルになりやすいと考えら
れる。取得しているデータの種類や取得方法が
ノウハウである場合もある。自社が守るべき秘
密情報やノウハウが何であるのかについては，
各当事者が具体的に明確にしておくべきである。
回収を図るべきコストがある場合は，それに

ついて相手方の考慮を求める必要がある。Ａに
おいてはデータ収集，Ｂにおいてはデータ処理
にかかるコストが懸念点としてあがりやすい。
しかし，相手からは見えにくい部分であるため，
利用条件の主張だけでは理解を得にくい場合が
あると考えられ，注意が必要である。
また，生データや中間生成物の将来の事業利

用の予定や利用可能性の有無については，双方
が検討しておく必要がある。将来の利用を想定
するものについては，必要な利用権限を獲得で

表１　データ提供者Ａとデータ利用者Ｂの意見の対立ポイント

データ提供者（Ａ） データ利用者（Ｂ）

生
デ
ー
タ

◆　生データに含まれる秘密情報，個人情報等の
保護。
◆　提供データに関する知見・ノウハウの保護。
→　目的外利用禁止，または利益分配。

→　守秘を条件として，Ｂの技術・サービスの向
上のための利用を認める。
→　秘密情報ではない生データを守秘義務から除
外。

学
習
用
デ
ー
タ

◆　生データに含まれる秘密情報，個人情報等の
保護。
◆　提供データに関する知見・ノウハウの保護。
◆　競合他社のために利用されたくない。
◆　生データの貢献や収集コストも考慮して欲し
い。
→　作成された学習用データはＡに帰属。
→　Ｂは目的外利用禁止，または利益分配。

◆　データ処理のノウハウ（新たに得られるもの
を含む）の保護。
◆　データ処理のコストの考慮。
→　Ａに開示する場合は利用制限をかける（第三
者への開示禁止）。
→　新たに創出された知的財産はＢに帰属。
→　Ｂの技術・サービスの向上のための利用を認
める。（汎用的なデータの場合は）Ｂによる本業
務以外での利用を認める。

学
習
済
モ
デ
ル

◆　競合他社のために利用されたくない。
◆　生データの貢献や収集コストも考慮して欲し
い。
◆　Ａにおいて今後自由に利用したい。
→　作成された学習済モデルはＡに帰属。
→　Ｂは目的外利用禁止，または利益分配。

◆　学習に関するノウハウ（新たに得られるもの
を含む）の保護。
◆　第三者の生データを使用する場合はその条件
の遵守。
◆　学習にかかるコストの考慮。
→　Ａに開示する場合は利用制限をかける（第三
者への開示および蒸留行為の禁止）。
→　新たに創出された知的財産はＢに帰属。
→　Ｂの技術・サービスの向上のための利用を認
める。（汎用的なデータの場合は）Ｂによる本業
務以外での利用を認める。

◆：主張，→：相手方に求める条件
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きるよう調整を行う。一方で，固有の環境に依
存するデータなど，客観的に転用が困難と考え
られる場合には，目的外利用の自由度や禁止に
固執する必要はない。
表２の縦軸はＡの立場，横軸はＢの立場を表

し，それぞれが生データや中間生成物の利用の
意思を表している。例えば，ＡＢのうちどちら
か一方のみが利用意思を持っている場合は，利
用を希望する側（利用希望者）の条件（内容，
相手など）のうち，希望しない相手方側（非利
用希望者）の秘密情報・ノウハウの保護ニーズ
と相反するところは，非利用希望者側に沿った
条件とし，相反しないところは，利用希望者に
沿った条件とするような調整が考えられる。双
方が利用意思を持つ場合には，互いのかけたコ
ストとメリットがバランスするような調整を目
指す必要があるが，この場合は，互いに自社の
寄与を主張しあうことで意見が対立しやすい可
能性がある。
図３は，利用権限のバリエーションの例であ
る。利用権限は「有」，「無」の二つの選択肢だ
けではなく，より多くの選択肢として様々な利
用範囲を設定可能である。さらに，双方にそれ

ぞれ異なるレベルの権限を付与することも可能
である。条件設定の多様さは，調整の自由度の
高さとなるが，高すぎる自由度はかえって調整
時の悩みどころともなるため冷静かつ論理的な
判断力が求められる。状況によっては，具体的
なレベルでの利用目的や方法の説明と理解の努
力を双方が行うことも必要であろう。その上で，
互いの利用権限のレベルを調整し，納得感が得
られるポイントを探すべきである。
生データや学習済みモデルが汎用的な性質で

ある場合は，第三者のデータの利用も視野に入
れる必要がある。取引開始前に，Ｂがすでに第
三者データを利用して一定品質の学習済みモデ
ルを開発している可能性もある。このような場
合には，Ａだけのデータを利用するＡ専用サー
ビスとして開発しＡに全コスト負担を求めるの
か，第三者及びＡのデータを利用する汎用的サ
ービスとしてＡのコストを縮小させるのかとい
う選択肢をＡに提示するような調整を行うこと
も考えられる（表３）。
汎用的なAIサービスの立ち上げフェーズに

おいて，Ａが提供する生データがサービスを提
供可能なレベルに到達するための初期データと
して利用される場合は，サービス開始後の利用者
よりも優遇措置を設ける等の検討も必要であろう。

図３　利用権限のバリエーション

表３　第三者の関わりを想定した調整

Ａ専用サービス
（コスト高）

汎用的サービス
（コスト低）

Ａのデータ Ａ向けサービス
の目的内で使用

第三者サービス
にも利用

第三者の
データ 利用無し 利用あり

表２　利用意思を考慮した調整の観点

Ｂに
とって

Ａに
とって

利用意思あり 利用意思なし

利用意思
あり

双方のこだわる
観点で調整

Ａのこだわる
観点で調整

利用意思
なし

Ｂのこだわる
観点で調整

秘密保持や委託
等の一般的な経
済条件で調整

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 69　No. 2　2019218

4 ．	考察と提言

本章では，３章までの検討を踏まえて，問題
を複雑にしている要素を明らかにし，データと
AIに係る契約条件を検討するにあたって考慮
すべき事項について考察する。

4．1　AI技術の性質

2．2で述べたとおり，データやAI成果物等
には法律では守れないものもあり，契約での保
護が必要となる。つまり，データ提供者，デー
タ利用者間で互いに合意して取り決める必要が
あるということである。特許権等，法律で定め
られる権利であれば，法律という共通認識をベ
ースとした協議が可能であるが，それがないこ
とで，3．5で述べたような自由度の高い協議が
想定されることとなる。このことが当事者の不
安の一因となっていることは否定できない。
しかしそれ以上に大きな不安要因は，AIと
いう技術のわかりにくさであると言えよう。Ａ
にとっては，AIに関するいろいろな懸念と技
術の理解の難しさから安全サイドに立ちがちで
あり，データから得られた知見や知的財産につ
いて契約でまとめて保護しようとする傾向が見
受けられる。これが，契約の調整を困難にして
いる大きな原因であると考えられる。
AIについて「勝手に学習して賢くなる」と
イメージする人は多いだろう。「学習用データ
や学習済モデルから元のデータが漏洩するので
は」と心配する声も多い。しかし実際には，学
習済モデルをさらに学習させたとしても無条件
に賢くなるわけではないし，学習ノウハウを保
有しない第三者が学習させることは容易なこと
ではない。学習済モデルを解析しても，学習し
たデータや学習ノウハウを復元・抽出すること
はできないと言われているし，学習用データに
生データそのものが含まれない場合も多い。デ
ータの種類や利用する技術によって状況が変わ

るものであることを念頭におきつつ，学習用デ
ータや学習済モデルの性質については，先入観
によらずに，技術面の確認を十分に行うことに
よって契約条件の妥当性を判断する努力が必要
であり，これによって，硬直的な議論から脱却
できると考えられる。
本論説の事例はシンプルなものだが，実際の

「AIを利用したサービス」はより複雑なものと
なることにも留意が必要である。例えば，複数
のAIプログラムを組みわせてシステムを構築
する場合もあり，このような場合には，一括り
でその取扱いを決められない可能性がある。ま
た，サービスを実現するソフトウェアのうちど
のような規模・重要性の機能をＡIで実現する
のかによって，中間生成物等に関わる契約条件
にこだわるべき度合いは変わるであろう。

4．2　データの利活用可能性

本論説の事例では，生データとして数値デー
タを想定したが，テキストや音声，映像等々，
IoTで収集可能なデータは様々である。データ
の種類や性質によって，データそのものや中間
生成物の利活用可能性は異なるということも，
利用条件の協議をわかりにくくする要因の一つ
である。生データや中間生成物の他目的での利
用に漠然とした不安を感じる人は多いようであ
るが，データ等の利活用可能性は冷静に見極め
る必要がある。
音声認識を行うAIは利活用しやすい例であ
る。学習済モデルがさまざまなサービスでの利
用が可能であるだけでなく，生の音声データも
学習用データも音声認識や対話を行うAIに広
く利用できると考えられる。加えて，学習用デ
ータを作成するための生の音声データの処理は
高コストな作業であるといえる。このため，こ
れらについての転用の要望は高く，生データを
収集・提供するＡと，データ処理をはじめAI
の開発を行うＢとの協議においては，それぞれ
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の寄与を慎重に考慮して，将来の利用権限を設
定する必要がある。
しかし，世の中のデータがすべてそのような
性質のものではなく，むしろ，利活用可能なデ
ータは限定的である。3．5でも触れたが，特殊
な環境を学習したAIはその環境でしか適用で
きないため，転用の要望は低くなる。利用条件
の調整にあたっては，データの性質を冷静に見
極める必要がある。

4．3　調整にあたっての留意点

これまでの議論から，ＡとＢそれぞれの立場
での留意点を表４のように整理した。
双方において，自社が保護すべき情報やノウ
ハウの守秘が必須の条件であることは3．5で述
べたとおりである。保護の対象を明確にした上
で，それを相手方に理解してもらうことが必要
である。また取引業務を通してＢが保有する
AI関連技術等が改良・蓄積される可能性があ
るが，これらは事業のコアとなるものとしてＢ
単独での保護の要望が高く，AI開発の中間生
成物とは分けた検討をすべきであろう。
データ収集のコストとデータ処理のコスト
は，相手からは見えにくい部分である。データ
への注目が集まる中，IoTを活用してデータの
収集が盛んに行われ始めているが，大規模なデ

ータを一定の品質で収集するための投資がなさ
れていることも考慮すべきであろう。ビッグデ
ータ収集に対する投資を回収できなければ，高
付加価値のあるデータの利用促進は進みにくく
なると考えられる。他方，生データから学習済
モデルを作成するための各工程の処理は，蓄積
された技術・ノウハウの上で行われ，それ自体
の作業量も相当なものとなる。開発するAIは，
利用するデータと，データの処理の両輪で成立
するものであることを忘れてはならない。
また，取引において各当事者が何らかのメリ

ットを得ることは一般的であるが，データの利
用を想定する取引において，Ａの立場では，デ
ータから得られる新しい知見等のＢにおける利
用を認めることに対するＡ側のメリットが見え
にくいと感じるようである。Ｂの立場としては，
調整の実務にあたって，Ａのメリットを明確に
して納得感を得る工夫も必要であると考える。

4．4　知財・法務部門の関わり方

AI・IoTによって変化する産業構造に追従し
ていくために知財・法務部門の担当者はどうす
るべきであろうか。
AI・IoTを利用した自社ビジネスのリスクや

チャンスを正確に評価して調整に備えるために
は，他のビジネスと同様に，まず前提となる自

表４　双方の立場での留意点

データ提供者（Ａ）側の
留意ポイント

データ利用者（Ｂ）側の
留意ポイント

◆保護すべき情報とその対象部分の特定
（保護が“不要”な情報も同様）。

◆回収する必要があるコスト，中間生成物
の活用目論見。

◆Ｂの寄与（データ処理，技術・ノウハウ
等）への配慮。

◆Ｂの技術・ノウハウ等の保護への配慮。

◆保護すべき自社技術・ノウハウの特定，
中間生成物等からの漏洩可能性。

◆保護すべき中間生成物の確認（活用目論
見）。

◆生データおよびＡの寄与（データ収集等）
への配慮。

◆Ａ側のメリットの検討，配慮。
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社のサービスや技術への理解を深め，ビジネス
の方向性を把握することが重要である。データ
を利用して自社は何をしたいのか，何を得たい
のか，何を死守すべきかを具体的に見定め共通
認識を持つことで，事業部門，開発部門，知財・
法務部門が一体となって利益に繋げるための戦
略を議論できる土壌を固めることが望ましい。
近年，データのオープン化の動きが加速してい
るが，クローズにして企業価値を出していく領
域は当然に存在する。自社にとって重要な情報
が何なのかを見極め，そこが適切に保護される
ような仕組みを構築することがデータの有効活
用のポイントとなると考えられる。
契約調整にあたっては，当事者が互いにあま
り馴染みのない事業領域に属する可能性を考慮
することが必要である。相手の主張の理解に努
め，論理的に双方の寄与を踏まえ，力関係では
なく妥当性を持った協議を目指したい。
AI・IoTに限らず，技術は進歩して産業構造
にも影響を及ぼすものである。今後も別な産業
構造の変革によって，現在の法律や自社がひな
型としている契約条件ではカバーできない状況
も出てくるであろう。知財・法務部門は技術系
の担当者ばかりではないが，常に新しい技術に
ついて情報収集を行い，詳細である必要はない
が，一定の理解を行うことで議論に追従し，柔
軟な条件検討を行えるよう努力することが必要
であると考える。
さらに発展形として，知財・法務部門の担当

者が技術全体を俯瞰して相手との対立点を解消
する提案を自社の意思決定者等に分かりやすく
説明して，契約を積極的にまとめることができ
れば尚良い。AIのような一見複雑な技術と事
業の関係を単純化して説明することは，重要な
役割である。技術のポイントを理解して簡易な
文章にまとめる作業は特許担当者の得意とする
ところであり，AI分野を扱う特許担当者と技
術契約担当者が連携することによる契約支援の

効率化も十分に可能性があると考えられる。

5 ．	おわりに

本稿では，具体的な取引事例を基に，AIに
関連し，データの授受を伴う契約調整において，
データ提供者とデータ利用者それぞれの主張と
対立するポイントを明らかにし，調整に向けた
検討の観点を整理した。さらに，このような契
約調整を困難にしている要因について考察を行
い，知財・法務部門の関わり方について提言を
行った。
本稿が，変革する産業構造の中で，膠着しが
ちな契約調整の現場の一助になれば幸いであ
る。
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